
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのように変わるの？  

※「会場来場」と「オンライン視聴」の 

どちらかを選べます。 

※コロナウイルス感染症の拡大状況によ 

っては、「オンライン視聴」のみとなる 

可能性もあります。 

「合理的配慮」を知っていますか？ 

欧州先進国の取り組みから考える  

我が国の合理的配慮の方向性  

職場で手話通訳者のサポートが受けら

れるようになる？  

ろう者が社長、管理職になれるのは夢で

はない？？  

 

東京都港区赤坂 0-0-0 

 

●申込み・問合せ先 事務局：社会福祉法人長野県聴覚障害者協会
〒381－0008 長野市下駒沢586

TEL026-295-3612 FAX026-295-3610 Eメールinfo@33nagano.com

 

日 時 2 月20 日（日）14：00～16：00 

会 場 

講 師 

長野県障がい者福祉センター ホール 

〒381－0008 長野市下駒沢 586 

   

定 員 

師 

全日本ろうあ連盟福祉・労働委員会 労働専門委員 

   

５０名 

 

合理的配慮とは、障害者が社会の中で

出会う、困りごと・障壁を取り除くため

に適切な配慮をすることです。欧州では

どんな取り組みがなされているのか、日

本でもこのような取り組みが行われたら

どのように変わるのか、岩山氏がわかり

やすく説明してくださいます。 

岩 山 誠 氏 

   

 

参加費 

員 師 

 

 

無料 

 

（申込締切2月13日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

　氏
し

　名
めい

　メールアドレス

　FＡＸ番号

　参加方法
　希望するところに○をつけてください。

・会場来場　・オンライン視聴

　情報保障の有無
　希望するところに○をつけてください。

・手話通訳　・要約筆記　・その他（　　　　　　）

　備　　考

 

※ コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、オンライン視聴のみとなる可能性もあります。 

 

FAX 番号 026－295－3610 

【申込書】 


